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No.10
～ 高 齢 者 が 関 係 す る 交 通 事 故 に つ い て ～

高齢者の交通事故死者数

全国ワースト 位１ ※令和８年３月１２日現在
（暫定値）

運転者の交通事故防止

歩行者の交通死亡事故の多くは、道路を横断中に発生して
います。
横断を始める前は車が来ないかをよく確認しましょう。
また、年齢を重ねるごとに、一般的に歩行速度が遅くなる
ため、道路の横断に時間がかかるようになります。
そのため、横断中も左右の安全をよく確認しましょう。

自転車の交通事故防止

自転車利用者の交通死亡事故の多くは頭部に致命傷を
負っています。
頭を守るヘルメットを着用しましょう。

４月1日から、自転車利用者に対する交通反則通告制度、
いわゆる青切符が導入されます。
自転車も車両の仲間です。交通ルールを守りましょう。

高齢者の交通死亡事故が急増中

歩行者の交通事故防止

個人差はあるものの、年齢を重ねるごとに身体機能が変化
します。
安全運転をしようという気持ちがあっても、判断や操作が
遅れ、思いも寄らぬ結果を招くことがあります。
速度を控えたり、車間距離を取るなど、加齢に伴う運転技
能の低下を補うような運転方法をとるようにしましょう。

たった一つの大切な大切な命です

失った命は戻りません

命を守る行動を取りましょう

●サポカーや後付け誤発進防止装置を活用しましょう。
●運転免許の返納を検討しましょう。


